
令 和 ３ 年
６月11日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
区
域
及
び
区
分
の
設
定
に
関
す
る
告
示

の
一
部
改
正
（
農
林
水
産
政
策
課
）
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土
地
改
良
区
定
款
変
更
の
認
可
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約
に
係
る
一
般
競

争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品
等
の
種
類
等
に
関
す

る
告
示
の
一
部
改
正
（
物
品
管
理
課
）

二
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…

○
公
告

土
地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
六
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
お
は

な

山
口
市
徳
地
堀

一
七
〇
一

株
式
会
社
お
は

な

山
口
市
徳
地
堀

一
七
〇
一

福
祉
用

具
貸
与

平
成
二
七
、
九
、
三
〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

特
定
福

祉
用
具

販
売

〃

〃

〃

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
お
は

な

山
口
市
徳
地
堀

一
七
〇
一

株
式
会
社
お
は

な

山
口
市
徳
地
堀

一
七
〇
一

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

平
成
二
七
、
九
、
三
〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

特
定
介

護
予
防

福
祉
用

具
販
売

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
二
百
九
号

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
区
域
及
び
区
分
の
設
定
に
関
す
る
告

示
（
平
成
十
五
年
山
口
県
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
中

「

」
を

西
浦
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

ち
防
府
市
大
字
西
浦
の
地
域
）

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

中
浦
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

ち
防
府
市
大
字
田
島
の
地
域
）

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

「

」
に
改

西
浦
、
中
浦
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

ち
防
府
市
大
字
西
浦
及
び
大
字
田
島

の
地
域
）

１

主
と
し
て
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

２

１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

め
る
。

一
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山
口
県
告
示
第
二
百
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
六
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

土
地
改
良
区
の
名
称

認
可
年
月
日

山
口
北
部
土
地
改
良
区

令
和
三
、

五
、
三
一

山
口
県
告
示
第
二
百
十
一
号

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約
に
係
る
一
般

競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品
等
の
種
類
等
に
関

す
る
告
示
（
令
和
三
年
山
口
県
告
示
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
の
表
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
項
中
「
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
救
助
用
ホ
イ
ス
ト
装
置
」
を
「
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
救
助
用
ホ
イ
ス
ト
装
置

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
パ
ソ
コ
ン
」
に
、
「
土
木
事
業
管
理
シ
ス
テ
ム

用
機
器
」
を
「
土
木
事
業
管
理
シ
ス
テ
ム
用
機
器

フ
ァ
イ
バ
ー
レ
ー
ザ
ー
加
工
機

マ
シ
ニ
ン
グ
セ

ン
タ

Ｆ
Ａ
シ
ス
テ
ム
実
習
装
置

発
電
実
習
装
置

レ
ー
ダ
ー
・
自
動
衝
突
予
防
援
助
装
置
シ
ミ
ュ

レ
ー
タ
」
に
改
め
る
。公

告

（
一
五
六
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
三
年
六
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

田
布
施
土
地
改
良
区

監

事

藤
本

毅

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下
田
布
施
三
三
九

〇

二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

田
布
施
土
地
改
良
区

理

事

國
永

博
敏

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
宿
井
一
七
二
八

〃

〃

山
本

勲

〃

〃

〃

一
九
一
の
二

令
和
三
年
六
月
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
三
年
六
月
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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